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県事業の実施にあたっての市町村の関与について 

 
 
 県が進める各事業の実施にあたっては、市町村の関与が不可欠となっ

ているが、事業によっては、市町村において新たな予算措置が必要なケ

ースもあり、円滑な事業推進を図るためには事前に意思疎通を図ること

が重要です。 
 ついては、県の事業の実施にあたっては、事前に市町村の関与につい

て調整を図る場を設けるとともに市町村が負担する事務経費に対する財

政措置を考慮するよう要望します。 
 
 


